定　　款
一般社団法人ふじのくに生涯スポーツ協会

第１章　総　　則
（名　　　称) 

第 1 条 当法人は、一般社団法人ふじのくに生涯スポーツ協会と称する。
（主たる事務所)

第 2 条 当法人は、主たる事務所を藤枝市に置く。
（目　　　的)

第 3 条 当法人は、生涯スポーツの普及、振興並びに幼児・児童・青少年の健全育成、高齢者、障害者の福祉の増進に関する活動を行い、もって市民の心身の健全な発達及び豊かな人間性の育成に寄与することを目的とする。

（事　　　業）
第 4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 総合型地域スポーツクラブの運営
(2) 各種スポーツ教室、スポーツ大会の企画・運営
(3) 各種スポーツを活用した青少年教育事業
(4) スポーツ選手、スポーツリーダー、指導者の育成
(5) スポーツ選手、スポーツリーダー、指導者の派遣
(6) 各種スポーツ、レクリエーション事業及び健康推進事業
(7) スポーツ施設・設備の運営・管理
(8) 地域スポーツ振興のためのイベントの企画・運営
(9) スポーツクラブ事業の広報活動
(10) スポーツ大会、スポーツ教室の情報管理及び支援事業
(11) スポーツによる国際交流活動
(12) 保育施設又は託児施設の運営管理
(13) 高齢者、障害者の福祉を増進するための活動
(14) 介護老人保健施設の運営管理又は受託運営
(15) 障害者福祉施設の運営管理又は受託運営　
(16) 高齢者、障害者の能力開発訓練、機能回復訓練に関わる事業
(17) 保険、医療、又は福祉の増進するための活動
(18) 老人福祉施設及び居宅サービスを行う事業所等への一般労働者派遣事業
(19) 前各号に関する市場調査及び情報の提供
(20) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
　
（公　　　告)

第 5 条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
（機　　　関）

第 6 条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事を置く。
第２章　社　　員
（社員となることができる者の資格）
第 7 条 社員となることができる者は、当法人の目的に賛同する者とする。
（入　　　社）

第 8 条 社員となるには、当法人所定の入会申込書により入社の申込をし、理事の過半数の承認を得なければならない。
（会費の支払義務）
第 9 条 社員は社員総会で定める額の会費（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２７条に規定する経費）を支払わなければならない。
（社員名簿）
第 10 条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
　　　２　　当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所に宛てて行うものとする。

（退　　　社）
第 11 条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
　　　　一　社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、１か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
　　　　二　社員となることができる者の資格の喪失
　　　　三　総社員の同意
　　　　四　死亡
　　　　五　２年以上会費を支払わないとき
　　　　六　除名

　　　２　　社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の特別決議によってすることができる。
第３章　社 員 総 会

（招　　　集)

第 12 条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から２か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
　　　２　　定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定に基づき代表理事がこれを招集する。当該代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
　　　３　　社員総会を招集するには、会日より１週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
（招集手続の省略)

第 13 条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
（議　　　長）

第 14 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、その者に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

（決議の方法）

第 15 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
　　　２　　前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であっ

て、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。

（１）社員の除名

（２）定款の変更

（３）解散

（４）その他法令で定められた事項

　
（社員総会の決議の省略）

第 16 条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第 17 条 （議決権の代理行使）

第 18 条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
（社員総会議事録）

第 19 条 社員総会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して社員総会の日から１０年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第４章　理事及び代表理事
（理事の員数）
第 20 条 当法人の理事の員数は、１名以上１０名以内とする。
（理事の資格）
第 21 条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
　　　　２　前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
（理事の選任の方法）
第 22 条 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
（代表理事）
第 23 条 当法人に理事長１名を置き、理事の互選をもって選定する。

　　　　２　理事長は、代表理事とする。
　　　　３　理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
　　　　
（理事の任期）
第 24 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

２　任期満了前に退任した理事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする
３　増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
（報酬等）
第 25 条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第５章　計　　　算

（事業年度）
第 26 条 当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。
（剰余金の不分配）
第 27 条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。
　　　　　　第６章　解散及び清算
（解散の事由）

第 28 条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
　　　一　　社員総会の決議
　　　二　　社員が欠けたこと
　　　三　　合併（合併により当法人が消滅する場合）
　　　四　　破産手続開始の決定
　　　五　　裁判所の解散命令

（残余財産の帰属）
第 29 条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第７章　附　　　則
（最初の事業年度)

第 30 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成２７年３月３１日までとする。
（設立時の社員の氏名及び住所)

第 31 条 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりである。

住所　静岡県藤枝市駿河台２丁目７番２号
設立時社員　杉山大介

住所　静岡市清水区銀座１４番９号
設立時社員　綾部美知枝
住所　静岡市葵区西草深町２４番１５－１０３号

設立時社員　森崎和敏

（設立時の役員の氏名及び住所)

第 32 条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事　杉山大介　　　　　　

設立時理事　綾部美知枝
設立時理事　森崎和敏
住所　静岡県藤枝市駿河台2丁目7番2号
設立時代表理事　杉山大介
（定款に定めのない事項）

第 33 条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に定めるところによる。









原本に相違ないことを証明する。

平成　　年　　月　　日

一般社団法人　ふじのくに生涯スポーツ協会

代表理事　　杉山　大介
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